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● 北海道ＰＣＢ廃棄物処理事業監視円卓会議（第１９回）について

【会議の概要】

〈 議 事 〉

１ 第１８回監視円卓会議議事録について

平成２２年２月１６日に開催した第１８回監視円卓会議の議事録が承認されました。

２ 監視円卓会議設置要領の改正について

室蘭市の事務局担当課の名称変更に伴う改正について、事務局から報告がありました。

３ 通報連絡・公表の取扱いについて

平成２２年４月１日から運用が開始されている、トラブル事象発生時における「通報連絡・公表の取

扱い」について、前回会議での委員からの意見の反映状況などについて、事務局から説明がありました。

４ 環境モニタリング測定結果などについて

事務局から、環境モニタリング測定結果の報告があり、あわせて北海道及び室蘭市による立入検査の

実施状況の報告がありました。

５ 排出管理目標値超過のおそれに関する調査結果について

昨年９月の道の測定の結果、排気口のダイオキシン類濃度が協定に

基づく排出管理目標値を超過するおそれがあったことについて、ＪＥ

ＳＣＯから原因究明調査結果の報告がありました。

６ 北海道事業の進捗状況等について

ＪＥＳＣＯから、施設稼働状況、トラブル事象や内部技術評価結果

などの報告がありました。

７ 増設事業について

ＪＥＳＣＯから、今後整備が予定されている施設の増設事業の概要

の説明がありました。
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北海道及び室蘭市では、日本環境安全事業㈱（ＪＥＳＣＯ）が室蘭市仲町で操業を行っている

北海道ＰＣＢ廃棄物処理事業が安全、確実かつ適正に行われるよう、処理施設の整備や操業、情

報公開等に関する事項を監視する『北海道ＰＣＢ廃棄物処理事業監視円卓会議』を設置していま

す。

今回は、５月２４日に開催された第１９回監視円卓会議の内容を中心に、施設の稼動状況や事

業の経過などについて、お知らせします。

平成２２年５月２４日（月）午後２時より、ＰＣＢ処理情報センター（室蘭市御崎町１－９）

において、第１９回監視円卓会議を開催しました。

会議には、学識経験者２名、団体委員５名、公募委員４名の計１１名の委員のほか、オブザー

バーとして、環境省、登別市、伊達市、ＪＥＳＣＯなど関係者が出席し、トラブル事象発生時の

対応や事業進捗状況、増設事業計画などの報告を行い、それらに関する意見交換が行われました。

（会議の様子）
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● 主な報告事項等の内容
■ 「通報連絡・公表の取扱い」について

前回の会議で示した案に対する委員からの意見等に基づき修正を行い、平成２２年４月１日か

ら運用を開始しました。

＜基本方針＞ ①ＪＥＳＣＯは、地域住民の安全・安心を確保するため、取扱いに定める事項に

ついて、北海道及び室蘭市へ通報連絡するとともに、自ら公表する。

②道及び市は、ＪＥＳＣＯから通報連絡があった事項を公表する。

③公表にあたり、透明性の確保を図り、事象の内容などを道民に分かりやすく、

適宜・的確な情報を積極的に提供する。

■ 排出管理目標値超過のおそれに関する調査結果について

第１系統排気からのダイオキシン類が、協定に基づく排出管理目標値を超過するおそれがあっ

た昨年９月４日と同様の作業を再現の上、ダイオキシン類を測定することにより事象の確認を行う

などの原因究明調査を行いましたが、明確な原因となる事象が確認されず、更なる詳細な検証が困

難である旨、ＪＥＳＣＯから報告されました。

今後は、施設の安全度及び信頼度を高めるため、当面の間、排ガスのダイオキシン類及びＰＣ

Ｂの測定頻度を増やす旨、ＪＥＳＣＯから説明がありました。

■ トラブル事象等について

前回の会議以降（２月１６日～５月２４日）、２件のトラブル事象が発生しました。いずれも、

環境への特段の影響はありませんが、環境保全上の留意が必要な事象（区分Ⅳ）でした。

また、２月１日から４月３０日までの不具合事象（部品交換を伴う事象及び復旧作業に伴い数日

程度設備が停止した事象）は３６件、不具合事象未満（一過性の事象及び設備の停止が１日程度若

しくは無かった事象）は５１件ありました。

１．真空超音波洗浄エリアにおける洗浄カゴからの液だれ（発生：４月１３日 １７：５５頃）

発生場所 処理棟１階 真空超音波洗浄エリア（管理区域レベル３）

概 要
真空超音波洗浄エリア内の判定洗浄槽Ｂ下部の床面に液だまり（推定１リット

ル）を発見。回収液のＰＣＢ濃度は1.59mg/kg。

原 因

判定洗浄槽Ｂに洗浄液が入った状態で洗浄カゴを取り出した際に、洗浄カゴ内の

小型コンデンサ缶体内に洗浄液が滞留したまま吊り上げられ、缶体内の洗浄液が

下方に落下せず槽外に漏れたものと推定。

対 策

①小型コンデンサ缶体が洗浄液をすくい取らないようにするため、洗浄カゴを取

り出す前に判定洗浄槽内の洗浄液を排出するよう運転条件を変更。

②排液時に洗浄液が小型コンデンサ缶体内に滞留しないようにするため、缶体の

缶底に対角線上に２箇所穴を開けるよう作業手順を変更。

２．攪拌洗浄エリアにおける洗浄カゴからの液だれ（発生：５月３日 ３：５０頃）

発生場所 処理棟１階 攪拌洗浄エリア（管理区域レベル３）

概 要

攪拌洗浄槽のうち第6槽から取り出した洗浄カゴを減容圧縮機の装置台に搬送

中、洗浄カゴから搬送通路上に液だれ（幅：約1.5m、距離：約22m、量（推

定）：5ℓ）。ＰＣＢ濃度は、元の洗浄液：22.5mg/kg、回収液：168mg/kg。

原 因
脱液完了と判断を誤り、洗浄液が残った状態で洗浄カゴを持ち上げたため、洗浄

カゴ内の素子に液が含まれた状態で搬送を開始した。

対 策
攪拌洗浄槽の液レベルが所定のレベル以下とならない場合は、手動操作により洗

浄カゴを持ち上げ、停止した状態で液だれの有無を確認するよう要領書を制定。

（４ページへ続く）
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● 委員からの主な質問と意見
◎ 環境モニタリング結果について

（質問）副委員長

ベンゼンが環境基準値を超えている地区、

測定月があるが、これは、室蘭市自体の特性

として高いということで、処理施設の影響で

はないという認識でよいか。

（回答）室蘭市

環境基準の適合評価は、年平均値によるの

で、当該地区は環境基準を満たしている。

風向により工場地帯や自動車排ガスの影響

を受け測定値が変動することもあるが、これ

までの経過から通常の値の範囲内と考えてい

る。

◎ 排出管理目標値超過のおそれに関す

る調査結果について

（質問）委員

排気処理に用いられている活性炭について、

活性炭の各部分の分析を行っているのか。

（回答）ＪＥＳＣＯ

ドラム缶に保管していた活性炭から、活性

炭フィルタのできるだけ離れた位置を想定し、

３つのサンプルを取り、分析した。

（意見）委員

今回のような場合の原因究明のためには、

使用済みの活性炭をそのままの形で保存すべ

き。

（意見）副委員長

排気処理施設で用いている「活性炭」が、

万が一排気中のダイオキシン類が高くなった

場合も、安全に機能していることを結論とし

て強調願いたい。

（意見）委員長

活性炭内の濃度の濃い部分が追い出される

ようなことが起こる可能性について、専門家

の見解、文献により知見を確認・整理し、次

回会議で報告すること。

今後の対応として分析を２者により行うこ

とについて、その結果に差が生じた際の対応

として、第三者が検証できるように採取サン

プルを保管しておくべきである。

（質問）委員

最終的に活性炭の処理はどのように行うの

か。

（回答）委員長

低濃度ＰＣＢの処理施設ができるまで、ド

ラム缶により場内に保管されている。

◎ 増設事業について

（質問）委員長

増設事業について、環境省とＪＥＳＣＯか

ら市に対して説明されていると思うが、市と

しての意見はどうか。

（回答）室蘭市

今後、一刻も早く環境省、ＪＥＳＣＯと連

携を取りながら、事業の開始に向けて協力体

制をとっていきたいと考えている。

（意見）委員

住民とのリスクコミュニケーションは利益

誘導、経済効果を強調するのではなく、安全・

安心に関する事項を第一に説明すべき。

また、再入札により建設費用が増加するよ

うであれば、国会決議が遵守されずに行われ

ることとなるように思う。

（意見）委員

増設事業においても、事故などが起こらな

いよう事業者はもとより、道及び市は、ＪＥ

ＳＣＯをきちんと指導し、地元に迷惑がかか

らないように取り組んでほしい。

（質問）委員

２年間での処理は、可能か。

（回答）ＪＥＳＣＯ

厳しいが、処理は可能と考えており、達成

できるように取り組んでいきたい。

（質問）副委員長

処理対象物量が当初計画からほぼ半減して

いるが、その理由は何か。

（回答）ＪＥＳＣＯ

環境大臣による認定制度の進展により、ウ

エスと汚泥などは、民間事業者による処理の

可能性が考えられるということで、これに沿

った形での検討による。

（意見）委員長

住民が安心できる方式を選定し、処理施設

の根幹が決まった段階で費用面を含めた内容

を報告願いたい。

そのうえで、本会議としては、操業に関し

て安心面に対して補足的な提案をしたいと考

えているので、時間的余裕をもった説明をお

願いしたい。

また、安心して処理を任せられるという観

点から、現在稼働している施設のノウハウが

生かせるような配慮が必要である。
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● 主な報告事項等の内容 （２ページからのつづき）

■ 増設事業について

増設処理施設に求められる処理システムと満足すべき条件等について、学識経験者が委

員となっている「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業検討委員会北海道事業部会」（事業部

会）によって報告書「北海道ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業の処理施設(増設)につい

て」が本年５月に取りまとめられました。その概要は、次のとおりです。

【処理対象物及び処理対象物量等】

処 理 対 象 物：北海道事業対象区域（１道１５県）内に存する「ＰＣＢ汚染物等」

処理対象物量：１，９１６トン（ＰＣＢ汚染物等重量）

処 理 期 間：約２年間

【処理能力及び処理方式等】

処理能力：６トン／日以上（ＰＣＢ汚染物である安定器処理重量）

処理方式：公募による提案技術を審査し選定

立地場所：現在の施設に隣接している土地（室蘭市仲町）

【増設施設の満足すべき条件】

①安定した処理能力の維持、②リスク管理に基づく安全対策の充実、③作業従事者の

安全衛生管理の充実、④先行事業の知見を活かした施設設計、⑤環境負荷の極小化、⑥

多様なＰＣＢ汚染物等の処理に対応できる施設、⑦気候条件を踏まえた処理施設、⑧処

理工程からの排水、排気、⑨処理済物や処理残さのリサイクル、⑩市及びその近郊のＰ

ＣＢ廃棄物の先行処理

【責任・運営体制】

①事業の進展の段階に応じた、優れたトータル処理システムを実現のための体制整備

②設計・施工、運転管理者との密接な連携、緊急時対応に関する総合エンジニアリン

グ企業による責任体制の確保

【重要事項】

①市及び道の受入条件等に即した対応、②環境保全協定の遵守、③監視円卓会議など

を通じた地域住民、関係者の理解、④北海道事業部会等の専門的助言、⑤収集運搬にお

ける安全性確保、⑥環境産業集積基盤強化のための取り組み

◆ＰＣＢ廃棄物処理事業に関するお問合せ

日本環境安全事業株式会社 北海道事業所

〒050-0087 室蘭市仲町14番地7

TEL：0143-22-3111 FAX：0143-22-3001

http://www.jesconet.co.jp/

◆ＰＣＢ廃棄物処理事業監視円卓会議に関するお問合せ

北海道環境生活部環境局循環型社会推進課

〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目

TEL：011-204-5199(直通)、011-231-4111(内24-323) FAX：011-232-4970

E-mail：kansei.kanhai1@pref.hokkaido.lg.jp

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/jss/index.htm

室蘭市生活環境部環境課

〒051-0001 室蘭市御崎町1丁目75番7号

TEL：0143-22-1481 FAX：0143-22-7148 E-mail：kankyou@city.muroran.lg.jp

http://www.city.muroran.lg.jp/

※「円卓会議だより」や円卓会議の会議資料は、北海道及び室蘭市のホームページでご覧いただけます。

また、この「円卓会議だより」は、室蘭市の各サービスセンターでも配布しています。


